
第１０９号議案 

 

 

町田市体育施設条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年(２０２４年)１１月２８日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市体育施設条例の一部を改正する条例 

町田市体育施設条例（平成１７年６月町田市条例第３４号）の一部を次のように改

正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

町田市スポーツ施設条例 町田市体育施設条例 

（設置） （設置） 

第１条 市民のスポーツ及び体力づくりの推進を図り、もって市民の健康

で文化的な生活の向上に寄与するため、町田市スポーツ施設（以下「ス

ポーツ施設」という。）を設置する。 

第１条 市民のスポーツ及び体力づくりの推進を図り、もって市民の健康

で文化的な生活の向上に寄与するため、町田市体育施設（以下「体育施

設」という。）を設置する。 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 スポーツ施設の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 第２条 体育施設の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（事業） （事業） 

第３条 スポーツ施設は、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲

げる事業を行う。 

第３条 体育施設は、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる

事業を行う。 

（１）スポーツ施設の施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の利

用に関すること。 

（１）体育施設の施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の利用に

関すること。 

（２）略 （２）略 

（３）スポーツの指導及び普及に関すること。 （３）体育及びスポーツレクリエーションの指導及び普及に関すること。 

（４）略 （４）略 

２ 前項各号に定めるもののほか、スポーツ施設は、市民を対象とした公

共的事業のために利用することができる。 

２ 前項各号に定めるもののほか、体育施設は、市民を対象とした公共的

事業のために利用することができる。 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第４条 スポーツ施設の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」とい

う。）に行わせるものとする。 

第４条 体育施設の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）

に行わせるものとする。 

（指定管理者の指定等） （指定管理者の指定等） 

第６条 略 第６条 略 
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２ 略 ２ 略 

３ 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる基準

により、スポーツ施設の設置の目的を最も効果的に達成することができ

ると認めるものを指定管理者の候補者に選定し、議会の議決を経て指定

管理者に指定するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる基準

により、体育施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると

認めるものを指定管理者の候補者に選定し、議会の議決を経て指定管理

者に指定するものとする。 

（１）・（２）略 （１）・（２）略 

（３）前条の業務を、安定して行う物的能力及び人的能力を有しているこ

と。 

（３）前条の業務を、安定して行う物的能力、人的能力を有していること。 

（利用時間等） （利用時間等） 

第９条 スポーツ施設の利用時間及び利用単位（以下「利用時間等」とい

う。）は、別表第２のとおりとする。 

第９条 体育施設の利用時間及び利用単位（以下「利用時間等」という。）

は、別表第２のとおりとする。 

２ 略 ２ 略 

（休館日等） （休館日等） 

第１０条 スポーツ施設の休館日又は休場日（以下「休館日等」という。）

は、別表第３のとおりとする。 

第１０条 体育施設の休館日又は休場日（以下「休館日等」という。）は、

別表第３のとおりとする。 

２ 略 ２ 略 

（利用の手続等） （利用の手続等） 

第１２条 略 第１２条 略 

２ 指定管理者は、前項の承認をするに当たっては、スポーツ施設の管理

上必要な条件を付することができる。 

２ 指定管理者は、前項の承認をするに当たっては、体育施設の管理上必

要な条件を付することができる。 

３ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項の承認

をしないことができる。 

３ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項の承認

をしないことができる。 

（１）・（２）略 （１）・（２）略 

（３）スポーツ施設の管理上支障があると認められるとき。 （３）体育施設の管理上支障があると認められるとき。 
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（４）略 （４）略 

（利用登録） （利用登録） 

第１４条 施設等を練習等のため専用して利用しようとする者又はテニ

スコートを個人で利用しようとする者は、あらかじめ市長の町田市スポ

ーツ施設等利用登録の承認を受けなければならない。ただし、市長が特

に認めるときは、この限りでない。 

第１４条 施設等を練習等のため専用して利用しようとする者又はテニ

スコートを個人で利用しようとする者は、あらかじめ市長の町田市体育

施設等利用登録の承認を受けなければならない。ただし、市長が特に認

めるときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の承認をしたときは、町田市スポーツ施設等利用登録証

（以下「利用登録証」という。）を交付するものとする。 

２ 市長は、前項の承認をしたときは、町田市体育施設等利用登録証（以

下「利用登録証」という。）を交付するものとする。 

別表第４（第１６条関係） 別表第４（第１６条関係） 

１ 施設利用料金（駐車場に係るものを除く。） １ 施設利用料金（駐車場に係るものを除く。） 

（１）専用利用の場合の利用料金 （１）専用利用の場合の利用料金 

ア スポーツに利用する場合 ア スポーツに利用する場合 

施設の名称等 利

用

単

位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱

いをする場合 

入場料が

１，０００

円以下の

金額のと

き。 

入場料が

１，０００

円を超え

３，０００

円未満の

金額のと

き。 

入場料が

３，０００

円以上の

金額のと

き。 

略 略 略 略 略 略 

三輪みどり山

球場 

２

時

３，１４

０円 

６，２８０

円 

９，４２０

円 

１２，５７

０円 

施設の名称等 利

用

単

位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱

いをする場合 

入場料が

１，０００

円以下の

金額のと

き。 

入場料が

１，０００

円を超え

３，０００

円未満の

金額のと

き。 

入場料が

３，０００

円以上の

金額のと

き。 

略 略 略 略 略 略 

三輪みどり山

球場 

２

時

２，０９

０円 

４，１９０

円 

６，２８０

円 

８，３８０

円 
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間 

略 略 略 略 略 略 
 

間 

略 略 略 略 略 略 
 

イ その他の事業等に利用する場合 イ その他の事業等に利用する場合 

施設の名称等 利

用

単

位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱

いをする場合 

入場料が

１，０００

円以下の

金額のと

き。 

入場料が

１，０００

円を超え

３，０００

円未満の

金額のと

き。 

入場料が

３，０００

円以上の

金額のと

き。 

略 略 略 略 略 略 

三輪みどり山

球場 

２

時

間 

６２，８

５０円 

７８，５７

０円 

９４，２８

０円 

１１０，０

００円 

略 略 略 略 略 略 
 

施設の名称等 利

用

単

位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱

いをする場合 

入場料が

１，０００

円以下の

金額のと

き。 

入場料が

１，０００

円を超え

３，０００

円未満の

金額のと

き。 

入場料が

３，０００

円以上の

金額のと

き。 

略 略 略 略 略 略 

三輪みどり山

球場 

２

時

間 

４１，９

００円 

５２，３８

０円 

６２，８５

０円 

７３，３３

０円 

略 略 略 略 略 略 
 

ウ 略 ウ 略 

備考 略 備考 略 

（２）個人利用の場合の利用料金 （２）個人利用の場合の利用料金 

  

備考 備考 

１～３ 略 １～３ 略 

略 略 

- 6 -

-  -0123456789



４ 「子ども」とは小学生及び中学生をいい、「高齢者」とは６５歳

以上の者をいい、「障がい者」とは身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）第１５条に基づく身体障害者手帳、東京都愛の手

帳交付要綱（昭和４２年民児精発第５８号）に基づく愛の手帳、精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条に基づく精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けてい

る者をいい、「大人」とはそれら以外の者で就学前の者を除いたも

のをいう。 

４ 「子ども」とは小学生及び中学生をいい、「高齢者」とは６５歳

以上の者をいい、「障がい者」とは身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）第１５条に基づく身体障害者手帳又は東京都愛の

手帳交付要綱（昭和４２年民児精発第５８号）に基づく愛の手帳等

の交付を受けている者をいう。「大人」とはそれら以外の者で就学

前の者を除いたものをいう。 

５～７ 略 ５～７ 略 

２・３ 略 ２・３ 略 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施

行する。 

（１）別表第４の１（２）の表備考第４項の改正規定 公布の日 

（２）題名の改正規定、第１条から第４条まで、第６条第３項、第９条第１項、第１

０条第１項、第１２条第２項及び第３項第３号並びに第１４条の改正規定並びに

附則第３項及び附則第４項の規定 令和７年４月１日 

（３）別表第４の１（１）アの表及びイの表三輪みどり山球場の項の改正規定並びに

次項の規定 令和７年８月１日 

 （経過措置） 

２ 前項第３号に掲げる規定による改正後の別表第４の１（１）アの表及びイの表三

輪みどり山球場の項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の利用に係る利用

料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例によ

る。 

 （町田市立公園条例の一部改正） 

３ 町田市立公園条例（昭和４５年１２月町田市条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

  次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（利用登録） （利用登録） 

第１９条 運動施設等を専用して利用しようと

する者又は運動施設等のうちテニスコートを

個人で利用しようとする者は、あらかじめ市

長の町田市スポーツ施設等利用登録の承認を

受けなければならない。ただし、市長が特に

認めるときは、この限りでない。 

第１９条 運動施設等を専用して利用しようと

する者又は運動施設等のうちテニスコートを

個人で利用しようとする者は、あらかじめ市

長の町田市体育施設等利用登録の承認を受け

なければならない。ただし、市長が特に認め

るときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の承認をしたときは、町田市 ２ 市長は、前項の承認をしたときは、町田市
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スポーツ施設等利用登録証（以下「利用登録

証」という。）を交付するものとする。 

体育施設等利用登録証（以下「利用登録証」

という。）を交付するものとする。 

別表第５（第８条、第８条の２、第２１条関係） 別表第５（第８条、第８条の２、第２１条関係） 

１・２ 略 １・２ 略 

３ 運動施設 ３ 運動施設 

（１）施設利用料金 （１）施設利用料金 

ア 専用利用の場合の利用料金 ア 専用利用の場合の利用料金 

（ア）～（エ）略 （ア）～（エ）略 

備考 備考 

１ 「市内利用登録者」とは、第１９条第

１項に規定する町田市スポーツ施設等利

用登録の承認を受けたもののうち、市内

に在住し、在勤し、若しくは在学する者

又は市民等で構成する団体で規則で定め

るものをいう。 

１ 「市内利用登録者」とは、第１９条第

１項に規定する町田市体育施設等利用登

録の承認を受けたもののうち、市内に在

住し、在勤し、若しくは在学する者又は

市民等で構成する団体で規則で定めるも

のをいう。 

２・３ 略 ２・３ 略 

イ 略 イ 略 

４・５ 略 ４・５ 略  

 （町田市立学校施設の開放に関する条例の一部改正） 

４ 町田市立学校施設の開放に関する条例（平成１７年１０月町田市条例第５２号）

の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（校庭照明設備の利用） （校庭照明設備の利用） 

第１２条 開放施設のうち校庭照明設備の利用

に関しては、この条例及びこの条例に基づく

町田市教育委員会規則（以下「規則」という。）

の規定にかかわらず、町田市スポーツ施設条

例（平成１７年６月町田市条例第３４号）及

び町田市スポーツ施設条例施行規則（平成２

０年３月町田市規則第６２号）の例による。

ただし、使用料、開放日及び開放時間に関し

ては、この条例及び規則の規定を適用する。 

第１２条 開放施設のうち校庭照明設備の利用

に関しては、この条例及びこの条例に基づく

町田市教育委員会規則（以下「規則」という。）

の規定にかかわらず、町田市体育施設条例（平

成１７年６月町田市条例第３４号）及び町田

市体育施設条例施行規則（平成２０年３月町

田市規則第６２号）の例による。ただし、使

用料、開放日及び開放時間に関しては、この

条例及び規則の規定を適用する。 
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